
 

◆ 京都大学大学院理学研究科規程 

         〔昭和２８年４月７日達示第１０号制定〕 

   第１ 専攻 

第１条 本研究科の専攻は、次に掲げるとおりとする。 

 数学・数理解析専攻 

 物理学・宇宙物理学専攻 

 地球惑星科学専攻 

 化学専攻 

 生物科学専攻 

   第２ 入学 

第２条 入学手続及び入学者選抜方法は、理学研究科会議（以

下「研究科会議」という。）で定める。 

２ 京都大学通則（以下「通則」という。）第３６条の２第１

項ただし書の規定による入学に関する事項は、研究科会議で

定める。 

第３条 入学候補者の決定は、研究科会議で行う。 

 

第２の２ 長期履修 

第３条の２ 通則第３６条第８項の規定により標準修業年限を

超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修することを

志望する者には、研究科会議の議を経て、許可することがある。 

 

   第３ 転学、転科及び転専攻 

第４条 通則第４０条第１項の規定により本研究科に転学又は

転科を志望する者には、選考のうえ、研究科会議の議を経て、

許可することがある。 

２ 本研究科学生で、特に研究の必要上転専攻を志望する者に

は、欠員のある場合に限り、研究科会議の議を経て、許可す

ることがある。 

   第４ 授業、研究指導及び学修方法 

第５条 科目、その単位数、授業時間数及び研究指導に関する

事項は、研究科会議で定める。 

第６条 各学生につき、指導教員を定める。 

２ 学生は、学修につき、指導教員の指導を受けなければなら

ない。 

第７条 通則第４４条第１項の規定により他の研究科等の科目

を履修し、又は他の研究科において研究指導を受けようとす

る者は、指導教員の承認を得て、所定の期日に理学研究科長

に願い出なければならない。 

第８条 通則第４５条第１項、第２項又は第４項の規定により

他の大学の大学院の科目を履修し、又は外国の大学の大学院

に留学し、その科目を履修しようとする者には、研究科会議

の議を経て、許可することがある。 

２ 通則第４５条第３項の規定により外国の大学の大学院が行

う通信教育における授業科目を我が国において履修しようと

する者には、研究科会議の議を経て、許可することがある。 

３ 通則第４６条第１項の規定により他の大学の大学院若しく

は研究所等において研究指導を受け、又は外国の大学の大学

院若しくは研究所等に留学し、研究指導を受けようとする者

には、研究科会議の議を経て、許可することがある。 

４ 前３項の規定による許可の願い出については、前条の規定

を準用する。 

第９条 次の各号に掲げる科目、単位数、研究指導及び在学年

数は、研究科会議の議を経て、それぞれ修士課程又は博士後

期課程の修了に必要な科目、単位数、研究指導又は在学年数

として認定することができる。 

 (1) 転学、転科又は転専攻前に、本学又は他の大学の大学

院で履修した科目、単位数、受けた研究指導及び在学年数

の一部又は全部 

 (2) 前２条の規定により履修した科目及び単位数並びに受

けた研究指導の一部又は全部 

 (3) 通則第４６条の２第１項の規定により本研究科に入学

する前に大学院において履修した科目について修得した単

位数（大学院設置基準（昭和４９年文部省令第２８号）第

１５条において準用する大学設置基準（昭和３１年文部省

令第２８号）第３１条に定める科目等履修生として修得し

た単位数を含む。）の一部又は全部 

   第５ 試験等 

第１０条 試験は、科目ごとに適宜行う。 

第１１条 研究指導の認定方法は、研究科会議で定める。 

   第６ 論文の審査、課程修了の認定等 

第１２条 修士論文及び博士論文の審査及び試験は、京都大学

学位規程の定めるところにより、研究科会議で行う。 

第１３条 修士論文及び博士論文の提出の時期及び要件並びに

試験実施の時期及び方法は、研究科会議で定める。 

第１４条 修士課程及び博士後期課程の修了の認定は、研究科

会議で行う。 

第１５条 通則第５７条の規定により学位の授与を申請する者

は、博士論文を提出し、かつ、専攻学術に関し、博士後期課

程を終えた者と同等以上の学識を有することを確認されなけ

ればならない。 

第１６条 前条の専攻学術に関する学識の確認は、筆答試問及

び口頭試問により行う。ただし、研究科会議の議を経て、他

の方法によることができる。 

 

２ 前項に規定する試問のうち外国語については、１種類を課

する。 

３ 前条に規定する者に係る提出論文の審査及び試験は、博士

後期課程における論文の審査及び試験と同一の手続による。 

第１７条 本研究科の博士後期課程に所定の年限在学し、必要

な研究指導を受けて退学した者が、通則第５７条の規定によ

り学位の授与を申請したときは、研究科会議の議を経て、前

条第１項に規定する学識確認のための試問を免除することが

できる。 

   第７ 外国学生、委託生、科目等履修生、聴講生、特別

聴講学生、特別研究学生及び特別交流学生 

第１８条 外国学生、委託生、科目等履修生又は聴講生として

入学を志望する者には、選考のうえ、研究科会議の議を経て、

許可することがある。 

第１９条 通則第６３条第１項、第２項又は第３項の規定によ

り特別聴講学生、特別研究学生又は特別交流学生として入学

を志望する者には、研究科会議の議を経て、許可することが

ある。 

 

附則 

この規程は、令和３年４月１日より施行する。 

 

 

 

 

 

京都大学大学院理学研究科・理学部における教育研究上の

目的に関する内規 

 

京都大学通則第３５条の２及び同第３条の３の規定によ

りそれぞれ理学研究科及び理学部における人材の養成に関

する目的その他の教育研究上の目的を次のとおり定める。 

 

（理学研究科の教育研究上の目的） 

第１条 本研究科は、理学の深く幅広い理解に基づく豊か

な創造性、柔軟な思考力と優れた問題解決能力を有する人

材の育成を通じて、人類の知的資産形成への寄与など人類

社会への福祉に貢献することを目標とする。特に、自ら問

題を見つけ、理学における新たな知の地平を切り開くこと

のできる優れた研究者の養成を目指す。 

（理学部の教育研究上の目的） 

第２条 本学部は、理学の創造的な研究を行う人材および

深い科学的素養をもとに社会の広い分野で活躍する人材の

養成を目指して、自然科学の基礎体系を深く習得し、それ

を創造的に展開する能力、および個々の知識を総合化し新

たな知的価値を創出する能力の養成を目標とする。そのた

めに理学科一学科制を採用し緩やかな専門化を図る。 
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はじめに 

 

この学事要項は、理学研究科における修士課程・博士後期課程のカリキュラムおよび大

学院の諸規程等を掲載したものであり、諸君が充実した大学院生活を送るうえで基礎とな

る情報を提供するためのガイドブックである。 

 

 

 

□■修士課程の履修について 

 

修士課程では､大学院生諸君が学部での基礎的科学体系の修得に基づき基礎科学研究に従事す

るための先端的知識･研究手法･科学英語使用能力等を身につけ､さらに問題発見･解決能力を十

分にのばしていくことを目標としている。その実現に向け各専攻は各々が工夫したカリキュラム

を用意している。特殊研究を中心に講義･ゼミナール等をバランスよく履修することを推奨する。 

 

 

□■修士課程修了要件 

 

 修士課程の修了の要件は、２年以上在学して研究指導を受け、専攻科目につき３０単位以上を

取得し、かつ修士論文の審査及び試験に合格することとする。 

ただし、各専攻で定める独自の要件については各々の修了要件説明文を参照すること。 

 

 

□■修士学位論文評価基準 

 

 修士論文は、その内容が理学分野における学術的意義、新規性、創造性等を有しているかどう

か、論文の論理的明確性、および関連事項についての学識等を基に審査される。 

 

修士論文は、指導教員を含む複数の審査委員により審査される。学生は修士論文発表（又は審 

査）会において論文の内容を発表する必要がある。修士課程の修了認定は専攻の教員会議の審査

に基づいて研究科会議で決定される。 
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□■博士後期課程の履修について 

 

博士後期課程では、大学院生諸君に修士課程までに培った能力を土台として、基礎科学の本質

的前進に寄与する研究を行ってもらう。企画段階から研究実施そして成果をまとめて論文発表す

るまでの一連の作業を遂行することにより、自立した研究者としての第一歩を踏み出すことを期

待している。そのため特殊研究とゼミナール中心のカリキュラムになっているが、博士後期課程

においても専門領域に閉じこもらず、幅広い学問的関心を維持することを推奨する。博士後期課

程では、研究成果を集大成した博士学位論文の作成と学位取得を大学院生諸君の最終目標に設定

している。 

 

□■博士後期課程修了要件 

 

１．博士後期課程の修了の要件について 

博士後期課程の修了の要件は、次の３条件の全部である。 

(1)３年以上在学 

(2)“必要な研究指導”を受けること 

(3)博士の学位論文を作成して審査に合格すること 

ただし、第(1)項の在学年限については、特に優れた研究業績を挙げた者については、所属専攻

の同意の下で、修士課程と通算して３年以上の在学をもって足りるものとすることがある。 

以下では、このうち(2)に関連して、研究指導とその認定について説明する。 

２．修了要件としての必要な研究指導 

各専攻において、ゼミナール、特殊研究等の科目が設けられている。これらの学修によって得

られた研修の成果の認定を基として、専攻毎に定められている方法によって“必要な研究指導”

を受けたことが認定される。 

３．研究指導の認定の証明は、次のように発行される。 

博士後期課程に３年以上在学し、必要な研究指導を受けたことを認定された者に対しては、大

学はその旨の証明を発行する。 

４．博士後期課程在学３年未満で退学する場合 

６か月以上在学した場合は、当該期間研究指導を受けたことが記録される。 

 該当する学生は指導教員にその旨申し出ること。学生から請求があれば研究科長は研究指導記録   

 （証明書）を発行する。 

 

□■博士学位論文評価基準 

 

博士論文は、その内容が理学研究の本質的前進に寄与する学術的意義、新規性、創造性等を有

しているかどうか、結論に至る過程の科学的検証や証明の妥当性、論文の論理的明確性、および

関連事項についての学識等を基に審査される。 

 

博士論文の形式および学位論文審査については、理学研究科規定（「博士学位論文の形式と公

表の方法および審査について」）に定める。 

博士学位論文の形式と公表の方法及び審査について 

 

（平成17年11月10日研究科会議改正） 

（平成19年 2月 1日研究科会議改正） 

（平成20年 2月 7日研究科会議改正） 

（平成25年11月 7日研究科会議改正） 

 

 

Ⅰ．イ）博士学位論文の形式は、課程博士、論文博士とも、次の(1)､(2)のいずれかである。(2)の

形式を認めるかどうかは専攻ごとの判断によるものとする。 

(1) 単著の論文で学術誌などに公表されたもの、あるいは公表が予定されているもの。 

(2) 学術誌などに公表された、あるいは公表が予定されている論文を基礎にしたThesis 形式

で、研究の成果及び動機、手段を詳述した論文。この論文において、申請者のその研究分野

への寄与とそこでの位置付けを明らかにすること。 

ロ）論文博士については、試問により、本学大学院博士後期課程を修了した者と同等以上の学

力を有することの確認を行う。 

ハ）博士学位論文は、京都大学学位規程第14条に従い、その全文もしくは要約を本学が指定す

る方法により公表するものとする。また、要約のみの公表の場合には、論文全文の閲覧の請求

があれば、当該専攻（系・分野）がそれに対応する。 

 

Ⅱ．(2)の形式の場合の学位申請手続きについては以下のとおりとする。 

 論文の本質的内容が共著の発表論文又は発表予定稿によっている場合には、学位の申請以

前に共著者の承諾を得なければならない。この場合には当該の共著論文と共著者の文書によ

る承諾を申請書に添付しなければならない。 

 なお、この権限が共著者内の責任者等に一任されている場合は、その承諾をもってこれに

代えることが出来る。 

 

Ⅲ．博士学位論文審査にあたっては、提出された論文を公開して公聴会を開催するものとする。 

３名以上の調査委員が、研究によってもたらされた新知見の学問的意義と重要性、科学的検証

または証明の妥当性、論文の論理的明確性および関連事項についての学識等を審査して、合議

の上で調査委員会としての報告書を作成する。報告書は理学研究科会議へ提出され、３分の２

以上の構成員が出席した会議で、その３分の２以上が賛成した場合に合格と判定される。また、

論文の全文公表の適否を判断し、要約のみを公表する場合には、要約の適切性についても審査

する。 

 

Ⅳ．論文の公表を要約に限定する事由が消失した場合には、学位申請者の申し出により、研究科

は当該論文の全文を本学が指定する方法により公表する。 

 

  なお、専攻・系・分野によっては博士論文提出に際して、独自の要件、調査委員に関する追

加規定等を設けていることがあるので、各々の説明に留意すること。 

 

 

－ 2－


	00-1_表紙_初校原稿.pdf
	学事要綱-最終.pdf



